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 この要領は、由利本荘市地域公共交通活性化再生協議会（以下「本協議会」という。）が実

施する「由利本荘市地域公共交通計画策定業務」（以下「本業務」という。）に係る事業者の

選定にあたり、必要な事項を定めるものであり、以下のとおり企画提案を募集する。 

 

１ 業務及び企画提案の目的 

  本業務は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく「地域公共交通計画」（以

下「計画」という。）の策定を委託するものである。 

  本募集は、本業務の受託者を選定するにあたり、本協議会の方針や意向を十分に理解した

上で、優れた分析力、企画力、経験、実績等を有する事業者を特定するために実施するもの

である。 

 

２ 業務概要 

 ⑴ 業務名 

   由利本荘市地域公共交通計画策定業務 

 ⑵ 業務内容 

   別紙「由利本荘市地域公共交通計画策定業務委託仕様書」のとおり 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結の日から令和６年３月１５日まで 

 ⑷ 委託限度額 

   ６，９６８，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 ⑸ 契約方法 

   公募型プロポーザル方式による随意契約 

 

３ 参加資格要件等 

 ⑴ 参加資格要件 

   本プロポーザルに参加できる者（以下「参加者」という。）は参加表明書を提出する時

点で、次に掲げる資格要件を全て満たす単体企業とする。 

  ① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当していないこと。 

  ② 国、秋田県及び由利本荘市から指名停止措置を受けている期間中でないこと。 

  ③ 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（再生手続開始の決定

を受けた者を除く。）であること。 

  ④ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者（更生手続開始の決定

を受けた者を除く。）であること。 

  ⑤ 由利本荘市入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

 ⑵ 業務実施上の条件 

   本業務の実施にあたっては、次の条件を満たすものとする。 

  ① 業務の再委託 

    契約の履行の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。主要な部

分以外の第三者への委託に関しては、書面により本協議会の承諾を得るものとする。 

  ② 配置予定技術者の資格 

    本業務の技術的管理を行う者として管理技術者を配置すること。管理技術者は以下の

資格のいずれかを有し、参加者と正規雇用関係にある者とする。 



- 2 - 

 

   ア 技術士（総合技術管理部門「都市及び地方計画」又は「道路」もしくは、 

建設部門「都市及び地方計画」又は「道路」） 

   イ ＲＣＣＭ（「都市及び地方計画」又は「道路」） 

 

４ プロポーザルに関する質問の受付 

受 付 期 間 令和５年５月１５日（月）から令和５年５月２２日（月）まで 

質 問 方 法 電子メール又はＦＡＸにより提出すること。送信後、電話により受信

確認を行うこと。 

提 出 書 類 質問書（様式１） 

提 出 先 「１１ 事務局」に提出すること。 

回 答 方 法 令和５年５月２６日（金）までに「由利本荘市ホームページ」に掲載

する。なお、質問者の氏名等は掲載しない。 

 

５ 参加表明書の提出 

  本プロポーザルへの参加を希望する者は、次により参加の意思表示について提出する。 

提 出 期 間 令和５年５月１５日（月）から令和５年５月２６日（金）まで 

提 出 書 類 ・参加表明書（様式２） 

・会社概要書（様式３） 

・業務実績調書（様式４） 

・管理技術者調書（様式５） 

・業務実績の確認資料（左上をホチキス留めとする。） 

提 出 部 数 各１部 

提 出 方 法 持参又は郵送により提出すること。電子メール又はＦＡＸによる提出

は受理しない。 

⑴ 持参の場合 

  上記提出期間の午前９時から午後５時までとする。 

⑵ 郵送の場合 

  書留郵便等の配達の記録が残る方法により送付すること。また、到

着の有無について、提出先へ確認すること。 

提 出 先 「１１ 事務局」に提出すること。 

提出書類の記

入上の留意事

項 

⑴ 作成要領 

  用紙はＡ４判、片面印刷とする。印刷は、モノクロ・カラーを問わ

ない。 

⑵ 業務実績調書（様式４） 

  以下に該当する業務実績を５件以内で記入すること。なお、記入し

た業務については、契約の事実を証明する資料として「一般財団法人

日本建設情報総合センターが管理するテクリスの登録内容確認書」又

は「契約書及び仕様書」の写しを提出すること。 

 ① 同種業務 

   過去１０年（平成 25 年 4 月 1 日以降）において、本市と同等規模

以上の地方公共団体等が発注する地域公共交通の活性化及び再生に

関する法律に規定する地域公共交通計画又は地域公共交通網形成計
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画に係る業務で、参加表明書提出日までに完了しているもの。 

 ② 類似業務 

   過去１０年（平成 25 年 4 月 1 日以降）において、本市と同等規模

以上の地方公共団体等が発注する都市再生特別措置法に規定する立

地適正化計画に係る業務で、参加表明書提出日までに完了しているも

の。 

⑶ 管理技術者調書（様式５） 

  雇用関係を証明する書類の写し及び保有資格証の写し（「技術士」、

「ＲＣＣＭ」）を提出すること。 

 

６ 企画提案書の提出 

  本プロポーザルの企画提案書を次のとおり提出する。 

提 出 期 間 令和５年５月２９日（月）から令和５年６月１４日（水）まで 

提 出 書 類 ・企画提案書提出届（様式６） 

・業務実施体制調書（様式７） 

・経費見積書（様式８） 

・企画提案書（任意様式） 

提 出 部 数 １１部（正本１部、副本１０部）及び 

提出書類のＰＤＦデータを入れたＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ １部 

提 出 方 法 持参又は郵送により提出すること。電子メール又はＦＡＸによる提出

は受理しない。 

⑴ 持参の場合 

  上記提出期間の午前９時から午後５時までとする。 

⑵ 郵送の場合 

  書留郵便等の配達の記録が残る方法により送付すること。また、到

着の有無について、提出先へ確認すること。 

提 出 先 「１１ 事務局」に提出すること。 

提出書類の記

入上の留意事

項 

⑴ 企画提案書 

 ・用紙はＡ４判、両面印刷とし、文字は１１ポイント以上、左綴じで

製本すること。印刷は、モノクロ・カラーを問わない。 

 ・下記「企画提案書の提案項目」に沿って作成すること。ただし、図

面等の表現の都合上、Ａ３判の資料を挿入する場合は、片面印刷とし、

Ａ４判２枚分とカウントする。 

 ・できる限り平易な表現（図表等を含む。）で作成すること。 

 ・仕様書に示す本協議会の要求事項に固執することなく、参加者の知

識、経験等を活用し、留意事項、指摘事項等を示すなど、本業務が最

大限の成果を上げるための企画提案となるよう努めること。 

・令和 2 年度に改正された地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律等の改正趣旨を踏まえた企画提案とすること。 

⑵ その他 

 ・本提案に要する一切の費用は、参加者の負担とする。 

 ・企画提案書は、参加者１名につき１提案とする。 
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 ・提出された書類の訂正、追記、返却は認めない。 

 ・本プロポーザルへの参加を辞退しようとする場合は、辞退届（様式

９）を「１１ 事務局」へ提出すること。 

 ・辞退届は、電子メール又はＦＡＸにより提出し、着信確認を行うと

ともに、正本を別途郵送すること。 

 ・企画提案書の著作権は参加者に帰属する。ただし、契約予定事業者

として特定された者の企画提案書について、本プロポーザルに関する

報告等のために契約予定事業者が了解した場合は、利用できるものと

する。 

 ・企画提案書は原則として非公開とする。ただし、情報公開請求があ

った場合、由利本荘市情報公開条例に基づき公開する場合がある。 

 

  ○企画提案書の提案項目 

項目 記入内容 

Ⅰ 実施方針 

(A4 １枚以内) 

・現時点で可能な範囲で由利本荘市の地域や公共交通の特性を確認し、

当該業務を遂行する場合の基本的な方針を記載する。 

Ⅱ 作業工程 

(A4 １枚以内) 

・仕様書「４ 業務内容」に基づき、業務開始から完了までの詳細スケ

ジュール及び業務フローを記載する。 

Ⅲ 作業イメ

ージ 

(A4 ６枚以内) 

・Ⅱで記載した各作業工程における作業イメージを記載する。なお、記

載にあたっては、具体的な整理・調査・分析手法の明示や調査の対象、

実施回数、頻度、内容、役割分担等の明示にも留意すること。 

Ⅳ 工夫提案 

(A4 １枚以内) 

・参加者の実績、ノウハウ、他事例等を活かした有効な手法についても、

積極的に提案・記載する。ただし、経費見積書に含まれない、別途費用

を必要とするものの企画提案書への記載は受け付けない。 

 

７ プレゼンテーション 

  参加者は、企画提案書の内容について、次のとおりプレゼンテーションを行う。 

 ⑴ 実施日・場所 

   令和５年６月１９日（月） 

  ① 時間帯及び場所についての詳細は、企画提案書提出後に通知する。 

  ② プレゼンテーションは非公開とする。 

 ⑵ 実施時間 

   各参加者のプレゼンテーションは３０分以内（企画提案説明１５分、質疑応答１５分）

とする。 

 ⑶ 説明者 

   本業務を担当する管理技術者を必須とし、その他参加者に所属する者の中から選出した

計３名以内とする。 

 ⑷ その他 

  ① プレゼンテーションは、参加者が提出した企画提案書に記載した内容をパワーポイン

ト等にて表現したものとし、新たな内容の資料提示は認めない。 

  ② プロジェクター及びスクリーンは本協議会で準備するが、それ以外のパソコン等は持

参すること。 
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８ 失格事項 

  本プロポーザルの参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

 ⑴ 前記「３参加資格要件等」を満たさなくなった場合 

 ⑵ 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

 ⑶ 審査の公平性を害する行為や著しく信義に反する行為があった場合 

 ⑷ 参加者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 ⑸ その他、後述の審査委員会が失格と認めた場合 

 

９ 契約予定事業者の選定方法 

 ⑴ 選定方法 

  ① 契約予定事業者の選定は、「由利本荘市地域公共交通計画策定業務プロポーザル審査

委員会」（以下「審査委員会」という。）が、「別表 評価基準、配点」に基づき実施

する。 

  ② 審査委員会は、審査委員の評価点の合計得点が最上位の者を契約予定事業者として決

定し、次に得点が高かった者を次点の事業者として決定する。 

  ③ 最高得点者が複数の場合は、審査委員の合議により決定する。 

  ④ 企画提案書を提出した参加者が１者の場合であっても、審査委員の評価結果により、

提案の内容について契約の目的を十分に達成できるものであると判断できるときは、当

該参加者を契約予定事業者として決定する。 

  ⑤ 審査委員会での選考は非公開とし、選定結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

 ⑵ 選定結果の通知 

   選定結果の通知については、提案のあった全参加者に対し、令和５年６月２９日（予定）

付けで書面及び電子メールにて通知する。 

 

１０ 契約 

 ⑴ 契約方法 

   契約予定事業者と協議し、業務提案内容を反映した仕様書に調整した後で契約を締結す

る。 

 ⑵ 業務委託仕様書の作成 

   本業務の業務委託仕様書は契約予定事業者が提出した企画提案書等をもとに作成する

が、本業務の目的達成のために必要と認められる場合には、本協議会と契約予定事業者と

の協議により、契約内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することがある。この

場合において、契約予定事業者との協議が整わなかった場合は、次点の事業者と協議を行

うものとする。 

 ⑶ 契約書作成 

   本協議会と受託者で協議した上で契約書を作成する。 

 ⑷ 契約保証金 

   契約保証金については免除する。 

 ⑸ 委託料の支払条件 

   完了払いとし、前払いはしないものとする。 
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１１ 事務局（書類の提出及び問合せ先） 

  由利本荘市地域公共交通活性化協議会 

  所在地：〒０１５－８５０１ 秋田県由利本荘市尾崎１７番地 由利本荘市役所内 

  事務局：由利本荘市企画振興部地域づくり推進課公共交通班 

  電 話：0184-24-6378 

  ＦＡＸ：0184-23-3226 

  電子メール：tiiki@city.yurihonjo.lg.jp 

 

１２ 実施要領の配布等 

 ⑴ 実施要領、様式の配布 

   由利本荘市ホームページに掲載するので、必要に応じてダウンロードすること。 

   ＵＲＬ：https://www.city.yurihonjo.lg.jp/1001504/1002133/1002145/1002153/1008166.html 

 

 ⑵ 説明会 

   説明会は開催しない。 

 

１４ 日程（案） 

実施要領の公表 令和５年５月１５日（月） 

質問受付期間 令和５年５月１５日（月）～令和５年５月２２日（月） 

質問回答 令和５年５月２６日（金） 

参加表明書提出期間 令和５年５月１５日（月）～令和５年５月２６日（金） 

企画提案書提出期間 令和５年５月２９日（月）～令和５年６月１４日（水） 

プレゼンテーション審査 令和５年６月１９日（月） 

審査結果通知 令和５年６月２９日（木）（予定） 
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１５ 評価基準、配点 

⑴ 基本的評価事項 

  基本的評価事項は下表の通りとする。 

 
評価項目 評価の着目点 配点 評価 評価の換算式 評価点 

一
次
審
査
（
書
類
審
査
） 

実
施
体
制
・
業
務
実
績
等 

事業者の実績等 過去 10 年間の同種又は類似業務の実績 5  配点×評価/5  

主任技術者の業務実

績等 
過去 10 年間の同種又は類似業務の実績 5  配点×評価/5  

見積金額 予算の範囲、金額の妥当性 5  配点×評価/5  

二
次
審
査
（
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
） 

提
案
内
容 

全般的事項 
仕様書に記載の全ての業務内容について

趣旨を理解し提案しているか。 
5  配点×評価/5  

地域特性の把握 
由利本荘市の地勢や人口分布、交通網等

について的確に把握・整理できているか。 
10  配点×評価/5  

調査等の方法 

由利本荘市の公共交通が抱える課題を的

確に把握・整理するための調査手法、分

析方法となっているか。 

20  配点×評価/5  

課題の整理 
課題解決に向けた考え方が整理され、具

体的な取り組み案となっているか。 
20  配点×評価/5  

提案内容の有益性 

地域特性や公共交通の課題を考慮した上

での取組の提案や業務手法の提案となっ

ているか。その提案内容が由利本荘市に

とって有益なものであるか。 

15  配点×評価/5  

業務実施体制 
業務遂行のための適切な人員配置がなさ

れ、それぞれの役割分担が明確であるか。 
10  配点×評価/5  

取組意欲 
本業務に対する取組意欲が高く、熱意を

感じられるか。 
5  配点×評価/5  

評点の合計 100  点 

備考 

１．各評価項目について、Ａ～Ｆの６段階評価を行うことを標準とする。 

２．評価は各項目５点満点とし、Ａ＝５点、Ｂ＝４点、Ｃ＝３点、Ｄ＝２点、Ｅ＝１点、Ｆ＝０点

とする。【例えば、配点１０点の項目の場合】 

評価がＡであれば、評価点は １０×５／５＝１０点 

評価がＢであれば、評価点は １０×４／５＝ ８点 

評価がＣであれば、評価点は １０×３／５＝ ６点 

評価がＤであれば、評価点は １０×２／５＝ ４点 

評価がＥであれば、評価点は １０×１／５＝ ２点 

評価がＦであれば、評価点は １０×０／５＝ ０点 

３．一次審査は提出書類の内容により事務局が事前に採点を行う。 

４．二次審査は評価委員の評価点の平均値を評価点とする。
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 ⑵ 評価の視点 

  評価の視点は下表の通りとする。 

 
評価項目 評価の着目点 

評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

一
次
審
査 

事業者の実績

等 

過去 10 年間の同種又は類似

業務の実績 

実績が 5 件以上

（うち県内の実

績が２件以上） 

実績が 4 件以上

（うち県内の実

績が１件以上） 

実績が 3件以上 実績が 2件以上 
実績が 1 件また

は実績がない 
－ 

主任技術者の

業務実績等 

過去 10 年間の同種又は類似

業務の実績 

実績が 3 件以上

（うち県内の実

績が 1件以上） 

実績が 3件以上 

実績が 2 件（う

ち県内の実績が

1件以上） 

実績が 2件 
実績が 1 件また

は実績がない 
－ 

見積金額 予算の範囲、金額の妥当性 
最も見積金額が

低い 

Ａについで見積

金額が低い 

Ｂについで見積

金額が低い 

Ｃについで見積

金額が低い 

見積金額がＤよ

り大きい 

見積金額が契約

上限額より大き

い 

二
次
審
査 

全般的事項 

仕様書に記載の全ての業務

内容について趣旨を理解し

提案されているか。 

的確に理解して

おり検討が十分 

的確に理解して

いる 
理解できている 

大体理解できて

いる 

よく理解してい

ない 

全く理解してい

ない 

地域特性の把

握 

由利本荘市の地勢や人口分

布、交通網等について的確に

把握・整理できているか。 

極めて優れてい

る 
優れている やや優れている やや妥当でない 妥当でない 

極めて妥当でな

い 

調査等の手法 

由利本荘市の公共交通が抱

える課題を的確に把握・整理

するための調査手法、分析方

法となっているか。 

極めて優れてい

る 
優れている やや優れている やや妥当でない 妥当でない 

極めて妥当でな

い 
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課題の整理 

課題解決に向けた考え方が

整理され具体的な取り組み

案となっているか。 

極めて優れてい

る 
優れている やや優れている やや妥当でない 妥当でない 

極めて妥当でな

い 

提案内容の有

益性 

地域特性や公共交通の課題

を考慮した上での取組の提

案や業務手法の提案となっ

ているか。その提案内容が由

利本荘市にとって有益なも

のであるか。 

極めて有益であ

る 
有益である 

おおむね有益で

ある 
やや有益でない 有益でない 全く有益でない 

業務実施体制 

業務遂行のための適切な人

員配置がなされ、それぞれの

役割分担が明確であるか。 

人員配置が適切

かつ役割分担も

明確である 

－ 

人員配置が適切

又は役割分担が

明確である 

－ 
Ａ、Ｃに該当し

ない 
－ 

取組意欲 
本業務に対する取組意欲が

高く、熱意を感じられるか。 

極めて十分であ

る 
十分である やや十分である 

やや不足してい

る 
不足している 

極めて不足して

いる 

備考 

１．応募者が５者を超える場合には、一次審査の評価点の上位５者に対してヒアリングを行うものとする。 

２．表中「－」は、評価段階として採用しないことを示す。 

 


